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後
も
市
民
の
目
線
に
立
っ
た

事
業
展
開
を
し
て
い
き
た
い
。

議
員

こ
の
予
算
に
「
大
藏

カ
ラ
ー
」
を
ど
の
よ
う
に
出

し
た
の
か
。

市
長

数
回
の
補
正
予
算
に

よ
り
、
湘
南
市
合
併
に
つ
い

て
は
湘
南
市
研
究
会
の
終
了
、

子
育
て
に
関
し
て
は
放
課
後

児
童
健
全
育
成
、
地
域
子
育

て
支
援
お
よ
び
保
育
所
施
設

の
充
実
な
ど
、
教
育
に
関
し

て
は
各
学
校
と
公
民
館
の
施

設
整
備
、
給
食
施
設
の
充
実

な
ど
、
福
祉
、
教
育
に
配
慮

し
た
事
業
展
開
を
行
っ
て
き

た
。
経
済
状
況
や
社
会
構
造

の
変
化
な
ど
か
ら
課
題
は
山

積
み
で
あ
る
が
、
議
会
と
議

論
を
交
わ
し
、
明
日
の
平
塚

の
た
め
に
、
気
を
引
き
締
め

て
行
政
運
営
に
取
り
組
ん
で

議
員

（
仮
称
）
平
塚
市
保

健
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
Ｐ
Ｆ

Ｉ
導
入
可
能
性
調
査
に
つ
い

て
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の
建

設
準
備
と
し
て
実
施
さ
れ
た

の
で
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入

の
条
件
整
備
に
つ
い
て
調
査

す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
本
年
３
月
に
作
成
さ
れ

た
報
告
書
の
内
容
は
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
導
入
に
対
し
て
否
定
的
で

あ
り
、
民
間
活
力
の
導
入
を

掲
げ
る
施
政
方
針
と
矛
盾
す

る
結
果
の
よ
う
に
受
け
取
れ

る
が
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

第
四
次
平
塚
市

行
政
改
革
大
綱
で
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を

有
効
的
に
活
用
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
同
セ
ン
タ
ー
の

整
備
で
は
担
当
を
設
け
、
本

市
初
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
可
能

性
を
探
る
た
め
に
導
入
可
能

性
調
査
を
行
い
、
分
析
、
検

討
し
た
。
そ
の
結
果
、
①
二

十
年
の
事
業
期
間
で
、
起
債

を
利
用
し
た
直
営
方
式
の
場

合
と
比
較
し
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方

式
は
三
年
目
以
降
の
負
担
が

大
き
い
、
②
当
初
想
定
し
た

レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
併
設
施
設

の
市
場
性
を
低
い
と
判
断
す

る
企
業
が
多
い
、
③
Ｐ
Ｆ
Ｉ

事
業
実
施
の
指
標
の
ひ
と
つ

と
な
る
Ｖ
Ｆ
Ｍ
（
従
来
型
の

場
合
の
財
政
負
担
と
Ｐ
Ｆ
Ｉ

で
実
施
し
た
場
合
の
財
政
負

担
と
の
差
）
の
値
が
大
き
く

な
く
、
十
年
後
の
金
利
見
直

し
を
考
慮
す
る
と
財
政
支
出

削
減
効
果
が
期
待
で
き
な
い
、

以
上
の
こ
と
を
総
合
的
に
判

断
す
る
と
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
導
入

の
メ
リ
ッ
ト
は
少
な
い
と
考

え
ら
れ
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の

整
備
は
従
来
の
直
営
方
式
を

採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
指
針
策
定
へ

議
員

Ｐ
Ｆ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
策
定
中
だ
と
聞
く
が
、

進
捗
状
況
を
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

先
の
調
査
の
経

験
を
生
か
し
、
庁
内
関
係
部

課
で
組
織
す
る
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
委
員
会
」

で
検
討
し
、
九
月
中
に
策
定

す
る
予
定
で
あ
る
。
今
後
は
、

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ

き
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
の
有
効
活
用

に
努
め
て
い
き
た
い
。

川
食
肉
セ
ン
タ
ー
が
民
間
事

業
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
出

資
者
で
あ
る
県
お
よ
び
相
模

原
市
と
と
も
に
、
経
営
改
善

に
向
け
て
努
力
す
る
よ
う
、

現
在
、
働
き
か
け
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
の
追
加
支
援
は

議
員

当
セ
ン
タ
ー
が
設
立

さ
れ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
に
、

本
市
が
支
出
し
て
き
た
補
助

金
の
額
と
十
六
年
度
以
降
に

予
定
し
て
い
る
補
助
金
に
つ

い
て
聞
き
た
い
。

経
済
部
長

本
市
が
二
十
七

年
度
ま
で
に
、
支
出
す
る
補

助
金
は
総
額
一
一
億
四
六
四

三
万
一
〇
〇
〇
円
の
予
定
で

あ
る
。
そ
の
内
、
十
五
年
度

ま
で
に
一
億
七
三
六
一
万
九

の
内
、
本
市
が
一
〇
〇
〇
万

円
を
出
資
し
て
株
主
と
な
っ

て
い
る
が
、
平
成
十
一
年
四

月
に
設
立
し
て
か
ら
、
累
積

赤
字
約
四
億
三
一
〇
〇
万
円

を
抱
え
る
に
至
っ
た
。
本
市

は
経
営
再
建
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い

る
の
か
。

経
済
部
長

（
株
）
神
奈
川

食
肉
セ
ン
タ
ー
は
生
鮮
食
肉

を
安
定
供
給
す
る
広
域
的
食

肉
流
通
施
設
で
あ
る
と
の
基

本
的
認
識
を
持
っ
て
お
り
、

赤
字
経
営
は
、
食
肉
消
費
者

や
食
肉
販
売
業
者
、
畜
産
業

者
等
の
市
民
生
活
に
直
結
す

る
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
現
在
の
経
営
状
況
は
本

市
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題

で
は
あ
る
が
、（
株
）
神
奈

議
員

厚
木
市
に
あ
る
（
株
）

神
奈
川
食
肉
セ
ン
タ
ー
は
、

資
本
金
一
億
八
〇
〇
〇
万
円

議
員

市
長
は
昨
年
、
市
議

会
議
員
か
ら
市
長
へ
と
立
場

を
変
え
て
、
十
五
年
度
の
予

算
に
対
応
し
、
決
算
を
迎
え

た
が
、
率
直
な
感
想
を
聞
き

た
い
。

市
長

平
成
十
五
年
の
三
月

定
例
会
で
議
員
と
し
て
十
五

年
度
一
般
会
計
予
算
に
つ
い

て
意
見
を
述
べ
た
が
、
市
長

就
任
後
は
す
で
に
成
立
し
て

い
た
予
算
を
尊
重
し
、
市
民

の
目
線
に
立
っ
た
事
業
執
行

を
心
が
け
て
き
た
。
厳
し
い

財
政
状
況
の
中
で
の
限
ら
れ

た
予
算
で
あ
り
、
職
員
と
一

致
団
結
し
て
財
源
を
有
効
活

用
し
、
精
一
杯
取
り
組
ん
で

き
た
。
す
べ
て
に
満
足
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
今平成15年度に完成したリサイクルプラザ

き
た
。

市
税
等
の
収
納
率

向
上
へ
の
対
策

議
員

十
五
年
度
の
市
税
の

収
納
率
は
九
三
・
五
％
、
収

入
未
済
額
は
二
六
億
三
九
〇

〇
万
円
余
で
あ
っ
た
。
公
平

な
税
の
負
担
や
財
源
確
保
と

い
う
観
点
か
ら
も
、
納
税
対

策
を
強
化
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
そ
の
対
策
、
改
善
目
標

を
聞
き
た
い
。

市
長

税
は
社
会
を
構
成
す

る
市
民
一
人
ひ
と
り
の
義
務

で
あ
り
、
漏
れ
な
く
納
税
さ

れ
る
こ
と
が
、
負
担
の
公
平

と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
、
必

要
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

税
を
取
り
巻
く
環
境
は
長
引

く
経
済
の
低
迷
に
よ
り
厳
し

さ
を
増
し
、
苦
慮
し
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
る
。
市
税
で

は
、
従
前
の
滞
納
者
に
対
す

る
文
書
催
促
、
納
税
折
衝
、

財
産
の
差
し
押
さ
え
等
を
強

化
し
、
県
税
事
務
所
と
連
携

し
て
、
共
同
滞
納
整
理
な
ど

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
十
六

年
度
は
市
県
民
税
お
よ
び
固

定
資
産
税
の
納
税
通
知
書

に
、
は
が
き
型
の
口
座
振
替

申
込
書
を
組
み
込
ん
で
口
座

振
替
納
付
の
推
進
を
図
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
十
七
年
度

か
ら
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
ー
で
の
市
税
の
納
入
の

実
施
に
向
け
作
業
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
間
接

的
効
果
と
し
て
、
収
納
率
の

向
上
も
期
待
で
き
る
と
考
え

て
い
る
。
改
善
目
標
と
し
て

は
、
新
し
い
収
納
管
理
シ
ス

テ
ム
の
導
入
な
ど
、
業
務
の

効
率
化
を
推
進
し
、
納
税
折

衝
等
に
努
め
、
担
税
力
の
あ

る
滞
納
者
に
は
滞
納
処
分
の

強
化
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

議
員

収
納
率
が
年
々
下
が

っ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
税

に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な

対
策
を
行
う
考
え
な
の
か
。

市
長

こ
れ
ま
で
も
督
促
状

の
送
付
や
未
折
衝
世
帯
の
解

消
な
ど
に
努
め
て
き
た
が
、

十
六
年
度
は
口
座
振
替
の
勧

奨
を
強
力
に
推
進
し
、
滞
納

者
に
対
し
て
は
短
期
証
更
新

時
の
納
付
相
談
等
を
行
っ
て

滞
納
額
の
減
少
に
努
め
、
収

納
率
の
向
上
を
目
指
し
て
い

る
。
ま
た
、
来
年
度
は
市
税

と
同
様
に
コ
ン
ビ
ニ
収
納
を

実
施
し
て
、
納
付
し
や
す
い

環
境
の
整
備
に
も
努
め
て
い

き
た
い
。

〇
〇
〇
円
を
支
出
し
て
お
り
、

内
訳
は
、
十
三
年
度
に
一
七

二
万
円
、
十
四
年
度
に
八
三

三
四
万
六
〇
〇
〇
円
、
十
五

年
度
に
は
八
八
五
五
万
三
〇

〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
残
額
の

九
億
七
二
八
一
万
二
〇
〇
〇

円
に
つ
い
て
は
、
十
六
年
度

以
降
、
補
助
金
精
算
額
算
出

書
に
基
づ
い
て
支
出
し
て
い

く
予
定
で
あ
る
。

議
員

今
後
、
追
加
支
援
を

行
う
考
え
は
あ
る
の
か
。

経
済
部
長

（
株
）
神
奈
川

食
肉
セ
ン
タ
ー
は
、
民
間
の

柔
軟
な
発
想
の
も
と
で
独
自

性
を
発
揮
し
、
独
立
採
算
を

基
本
と
し
て
お
り
、
今
以
上

に
安
定
し
た
経
営
を
期
待
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
民

設
民
営
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

行
政
が
運
営
上
の
支
援
を
す

る
の
は
基
本
的
に
二
十
七
年

度
ま
で
の
補
助
金
の
み
と
す

る
方
針
に
変
わ
り
は
な
い
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
調
査

民
間
活
力
導
入
断
念
の
考
え
た
だ
す

仮
称
保
健

セ
ン
タ
ー

市
出
資
の
�
神
奈
川
食
肉
セ
ン
タ
ー

経
営
改
善
が
重
要
課
題
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